
 
 

一 

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第

十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
七
条

を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
製
造
業
者
等
に
よ
る
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
回
収
及
び
再
資
源
化
の
促
進
） 

第
十
九
条 

小
型
電
子
機
器
等
の
製
造
を
業
と
し
て
行
う
者
及
び
小
型
電
子
機
器
等
の
小
売
販
売
を
業
と
し
て
行
う
者
（
次
条

に
お
い
て
「
製
造
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
相
互
に
連
携
し
て
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
回
収
及
び
再
資
源
化
を
実
施

す
る
た
め
の
仕
組
み
を
整
備
し
、
そ
の
他
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
回
収
及
び
再
資
源
化
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
製
造
業
者
等
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
並
び
に
勧
告
等
） 

第
二
十
条 

主
務
大
臣
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
回
収
及
び
再
資
源
化
を
促
進
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き



 

二 

は
、
製
造
業
者
等
に
対
し
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
回
収
及
び
再
資
源
化
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

主
務
大
臣
は
、
製
造
業
者
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
製
造
又
は
販
売
に
係
る
特
定
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
（
使
用
済
小
型
電

子
機
器
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
状
、
そ
れ
に
利
用
さ
れ
て
い
る
金
属
そ
の
他
の
有
用
な
も
の
の
量
等
を
勘
案
し
て
特
に
再
資

源
化
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
産
量
又
は

販
売
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
当
該
特
定
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
回
収
及
び
再
資
源
化
が
著
し
く

不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定

す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
当
該
製
造
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
判
断
の
根
拠
を

示
し
て
、
当
該
特
定
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
回
収
及
び
再
資
源
化
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

主
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
業
者
等
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 



 
 

三 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十
四
条
第
一
項
各
号
」
を

「
第
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
第
十
四
条
第
二

項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
条
第
二
項
第
六
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四

条
と
す
る
。 

第
十
二
条
中
「
第
十
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
八
条
か

ら
第
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

第
七
条
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

第
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
国
の
責
務
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
五
条 

国
は
、
市
町
村
が
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
分
別
収
集
そ
の
他
の
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
を
促
進

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
の
負
担
等
を
考
慮
し
、
当
該
市
町
村
に

対
し
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

四 

附
則
第
三
項
の
う
ち
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」

を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項
第
六

号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。 


